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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第

五
十
五
条
の
三
第
三
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

東
京
都
知
事
代
理

副
知
事

安

藤

立

美
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以

下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び

施
術
を
担
当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び

再
開
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生

活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第

十
四
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

東
京
都
知
事
代
理

副
知
事

安

藤

立

美
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

東
京
都
知
事
代
理

副
知
事

安

藤

立

美
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
五
十
三
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
種
畜
証
明
書
を
次
の
と
お
り
交
付
し

た
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

東
京
都
知
事
代
理

副
知
事

安

藤

立

美
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公

告

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
仮
認
定
の
失
効
に

つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
六
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
、
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
仮
認
定
が
効

力
を
失
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
七
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

東
京
都
知
事
代
理

副
知
事

安

藤

立

美

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
ど
も
へ
の
ま
な
ざ
し

二

代
表
者
の
氏
名

中
川

ひ
ろ
み

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
日
野
市
万
願
寺
一
丁
目
二
十
五
番
地
の
八

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仮

認
定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
三
日

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
建
築
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

小
川

満
世

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
百
人
町
一
丁
目
二
十
番
三－

五
〇
五
号

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仮

認
定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ド
ッ
ト
ジ
ェ
イ
ピ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

大
吾

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
麴
町
二
丁
目
六
番
地
十

麹
町
フ
ラ
ッ
ツ
二

階
四

従
た
る
事
務
所
の
所
在
地

証
明
書
番
号

等
級

種
類

品
種

名
号

生
年
月
日

検
査
年
月
日

飼
養
者
住
所
・
氏
名

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
一

二
級

豚

合
成
豚

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

八－

〇
九
二
三
一

平
成
二
十
五
年
八
月
二
日

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日

青
梅
市
新
町
六
丁
目
七
番
地
一

公
益
財
団
法
人
東
京
都
農
林
水

産
振
興
財
団

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
二

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

一－

〇
九
一
二
八

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日

同
日

同
右

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
三

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

一
六－

〇
九
五
二
七

平
成
二
十
六
年
二
月
九
日

同
日

同
右

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
四

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

三－

〇
九
五
九
五

平
成
二
十
六
年
三
月
十
三
日

同
日

同
右

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
五

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

九－

〇
九
四
七
五

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日

同
日

同
右

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
六

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

一
二－

〇
九
三
二
三

平
成
二
十
五
年
十
月
五
日

同
日

同
右

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
七

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

一
一－

〇
九
三
八
九

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
三
日

同
日

同
右

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
八

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

三－

〇
九
四
一
八

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

同
日

同
右

三
一
六
一
三
〇
一
〇
〇
〇
九

同
右

同
右

同
右

ト
ウ
キ
ョ
ウ
Ｘ

オ
ウ
メ

八－

〇
九
七
一
一

平
成
二
十
六
年
六
月
十
二
日

同
日

同
右
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北
海
道
札
幌
市
北
区
北
八
条
西
三
丁
目

札
幌
エ
ル
プ
ラ
ザ
二

階
五

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仮

認
定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

六

失
効
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
四
日

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

東
京
都
下
水
道
局
長

石

原

清

次

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

平
成
二

十
八
年

五
月
二

日

四
三
四
九

株
式
会
社

金
子
建
設

工
業

北
区
東
十
条

四
丁
目
十
五

番
六
号

北
区
神
谷
三

丁
目
二
十
四

番
一
号

同
月
十

一
日

四
八
二
九

ア
ー
ト
テ

ク
ノ
株
式

会
社

三
鷹
市
井
口

二
丁
目
七
番

五
号

小
金
井
市
桜

町
二
丁
目
十

一
番
十
三
号

同
月
十

三
日

四
一
八
一

有
限
会
社

ナ
ミ
セ
ツ

工
業

葛
飾
区
水
元

一
丁
目
八
番

十
九
号

葛
飾
区
西
水

元
三
丁
目
三

番
十
四
号

同
月
十

九
日

一
二
五
二

有
限
会
社

田
中
工
業

豊
島
区
池
袋

本
町
四
丁
目

豊
島
区
池
袋

本
町
四
丁
目

所

三
十
五
番
五

号

六
番
一
号

同
月
二

十
日

二
八
四
二

株
式
会
社

大
五
商
会

千
代
田
区
神

田
佐
久
間
町

三
丁
目
三
十

三
番
地

古

田
土
ビ
ル
三

階

千
代
田
区
神

田
佐
久
間
町

三
丁
目
三
十

四
番
地

同
月
二

十
五
日

三
五
七
二

株
式
会
社

マ
チ
ヤ
設

備
工
業

荒
川
区
町
屋

一
丁
目
十
五

番
四
号

荒
川
区
町
屋

三
丁
目
七
番

十
三
号

光

建
ハ
イ
ム
ブ

リ
リ
ア
ン
ス

町
屋
一
一
一

Ｂ
号

同
月
二

十
六
日

四
三
二
二

株
式
会
社

大
渕
住
設

台
東
区
松
が

谷
三
丁
目
二

番
十
一－

四

〇
一
号

台
東
区
松
が

谷
三
丁
目
二

番
十
一－

三

〇
一
号

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

平
成
二

十
八
年

五
月
九

日

一
四
九
五

有
限
会
社

大
寿
美
設

備
工
業

大
寿
美
宣
喜

大
寿
美
健
蔵

同
月
二

十
五
日

四
七
九
六

菱
栄
設
備

工
業
株
式

会
社
板
橋

成
増
営
業

所

澤
田

孝
史

澤
田

友
土

同
日

三
四
五
五

久
保
木
建

設
株
式
会

社

若
井

公
一

久
保
木
一
郎

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
三
日

東
京
都
下
水
道
局
長

石

原

清

次

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
三
四
七

ア
ミ
ノ
住

設

網
野

清
行

足
立
区
東
保
木
間
一
丁

目
十
三
番
九
号

レ
ー

ベ
ン
ハ
イ
ム
元
渕
江
公

園
二
〇
一
号

五
三
四
八

ラ
イ
チ
株

式
会
社

来
生

知
仁

八
王
子
市
別
所
一
丁
目

二
十
五
番
地
十
一

グ

ラ
ン
ヒ
ル
ズ
一
〇
一
号

室

五
三
四
九

有
限
会
社

榎
本
商
会

榎
本

直
樹

八
王
子
市
犬
目
町
三
百

六
番
地

五
三
五
〇

有
限
会
社

佐
藤
住
設

商
会

佐
藤

達
藏

武
蔵
村
山
市
学
園
一
丁

目
四
十
一
番
地
の
十
五

パ
レ
・
ド
ー
ル
武
蔵

野
台
Ⅱ
三
〇
八

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


